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一
　
研
究
目
的
と
課
題

　
緊
急
避
難
を
め
ぐ
る
問
題
は
法
の
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
と
言
わ
れ
、
刑
法
総
論
の
中
で
、
こ
れ
程
内
容
的
に
凝
縮
し
た
問
題
領
域
は
少
な

い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
従
来
か
ら
、
日
本
刑
法
学
に
お
い
て
は
、
日
本
刑
法
三
七
条
の
解
釈
と
し
て
、
緊
急
避
難
行
為
の
本
質
を
違

法
性
阻
却
事
由
、
責
任
阻
却
事
由
、
ま
た
は
そ
れ
ぞ
れ
分
け
て
考
え
る
二
分
説
が
対
立
し
て
い
る
。
そ
の
議
論
は
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら

様
々
な
論
証
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ま
だ
に
決
定
的
な
結
論
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
こ
の
問
題
は
、
日
本
刑
法
三
七
条
の
規
定
自
体
が

不
明
確
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
様
々
な
解
釈
が
な
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
今
必
要
な
研
究
は
、
む
し
ろ
本
質
に
立
ち
返
っ
て
、
そ

の
視
点
か
ら
も
う
一
度
緊
急
避
難
行
為
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
行
き
詰
ま
っ
た
現
在
の
状
態
を
打
開
す
る
糸
口
が
つ

か
め
る
は
ず
で
あ
る
。

　
正
当
化
緊
急
避
難
を
め
ぐ
る
諸
問
題
の
う
ち
、
利
益
衡
量
の
原
則
は
そ
の
正
当
化
の
原
理
の
基
礎
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
緊
急

避
難
の
相
当
性
の
問
題
は
、
そ
の
正
当
化
の
成
立
範
囲
を
決
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
論
稿
に
お
い
て
、
従
来
か
ら
対
立
し
て
い
る
正
当

化
緊
急
避
難
の
基
礎
付
け
を
法
益
衡
量
説
、
目
的
説
を
絡
め
な
が
ら
、
利
益
衡
量
の
原
則
に
つ
い
て
検
討
し
、
さ
ら
に
、
そ
れ
と
内
容
的

に
密
接
に
関
係
す
る
相
当
性
の
問
題
を
も
検
討
し
た
い
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
正
当
化
緊
急
避
難
の
議
論
を
活
性
化
し
、
ひ
い
て
は
、
緊

急
避
難
の
本
質
に
関
す
る
問
題
を
も
検
討
し
た
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
問
題
は
正
当
化
緊
急
避
難
の
限
界
線
を
探
る
議
論
な
の
で
あ
る
。
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二
　
利
益
衡
量
の
原
則

　
緊
急
避
難
の
本
質
を
二
分
説
に
も
と
づ
い
て
、
正
当
化
緊
急
避
難
と
免
責
的
緊
急
避
難
と
に
分
け
て
考
え
る
主
張
者
は
、
そ
の
際
に
、

救
わ
れ
た
利
益
が
犠
牲
に
さ
れ
た
利
益
に
本
質
的
に
優
っ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
基
準
を
持
ち
出
し
て
く
る
。
ド
イ
ッ
刑
法
三
四
条
は



こ
の
こ
と
を
明
文
で
規
定
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
日
本
刑
法
三
七
条
は
何
ら
明
確
な
形
で
の
利
益
の
比
較
を
規
定
し
て
お
ら
ず
、

単
に
「
害
」
の
衡
量
が
な
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
場
合
、
一
義
的
に
は
法
益
侵
害
、
す
な
わ
ち
「
害
悪
」
を
付
加
す
る
こ
と
を
意
味

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
の
表
現
は
字
義
そ
の
も
の
に
限
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
法
益
保
護
と
い
う
刑
法
の
課
題
か
ら
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

「
要
保
護
性
」
と
い
う
意
味
に
解
釈
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
葛
藤
事
例
に
お
け
る
刑
法
の
役
割
は
い
ず
れ
の
法
益
が
よ
り
保
護
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
単
に
法
益
の
優
先
順
位
の
み
な
ら
ず
、
具
体
的
事
情
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
要
素
を
勘

案
す
る
こ
と
、
よ
っ
て
利
益
の
衝
突
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
日
本
刑
法
三
七
条
の
「
害
」
と
い
う
概
念
は
、

「
利
益
」
を
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
、
ド
イ
ッ
刑
法
三
四
条
と
同
様
の
解
釈
が
な
さ
れ
て
よ
い
。
さ
て
、
そ
れ
で
は
、
「
利

益
」
の
衡
量
と
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
こ
の
問
題
を
歴
史
的
観
点
を
も
含
め
て
検
討
し
た
い
。

緊急避難における利益衡量と相当性についての一考察

　
（
｝
）
　
法
益
衡
量
説
と
目
的
説

　
利
益
衡
量
説
と
法
益
衡
量
説
の
違
い
は
、
後
者
が
単
に
対
立
す
る
法
益
の
価
値
秩
序
の
み
を
衡
量
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対

し
て
、
利
益
衡
量
説
は
そ
れ
以
上
に
、
対
立
す
る
諸
利
益
の
観
点
を
も
考
慮
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ド
イ
ッ
刑
法
学
に
お
い
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

こ
の
法
益
衡
量
説
は
六
〇
年
代
半
ば
頃
ま
で
通
説
で
あ
っ
た
。
ラ
イ
ヒ
ス
ゲ
リ
ヒ
ト
の
有
名
な
、
緊
急
避
難
に
関
す
る
判
例
は
、
こ
の
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

益
衡
量
説
を
採
用
し
、
対
立
す
る
法
益
の
抽
象
的
な
序
列
を
そ
の
基
礎
と
し
て
い
た
。
あ
る
法
益
を
侵
害
し
た
り
、
危
殆
化
す
る
こ
と
が

正
当
化
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
別
の
よ
り
高
い
価
値
の
法
益
が
救
わ
れ
る
場
合
の
み
で
あ
り
、
よ
っ
て
、
そ
こ
で
は
、
救
わ
れ
る

法
益
と
犠
牲
に
さ
れ
る
法
益
と
の
関
係
が
問
題
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
目
的
説
に
よ
れ
ば
、
そ
の
行
為
が
法
的
に
承
認
さ
れ
た
目
的
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

実
現
の
た
め
に
相
当
な
手
段
で
あ
っ
た
場
合
に
は
正
当
化
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
対
立
す
る
法
益
の
序
列
は

二
次
的
な
も
の
に
な
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
法
益
衡
量
説
も
目
的
説
も
い
く
つ
か
の
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
。
法
益
衡
量
説
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
他
の
対
立
す
る
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諸
利
益
と
い
う
観
点
が
考
慮
さ
れ
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
同
価
値
の
法
益
ど
う
し
が
対
立
す
る
場
合
や
同
一
法
益
に
対
し
て
危
険
の
程

　
　
　
　
　
　
（
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

度
が
異
な
る
場
合
に
は
、
解
決
が
困
難
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
対
立
す
る
法
益
が
同
価
値
で
あ
れ
ば
、
衡
量
を
し
た
と
こ
ろ
で
判

断
は
不
可
能
で
、
何
ら
解
答
を
引
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
同
一
法
益
に
対
し
て
二
つ
の
危
険
が
迫
っ
て
い
る
場
合
、
法
益
自
体

は
対
立
し
て
お
ら
ず
、
そ
も
そ
も
衡
量
が
で
き
な
い
。
こ
こ
で
衡
量
さ
る
べ
き
は
、
「
法
益
」
で
は
な
く
、
「
危
険
」
で
あ
り
、
つ
ま
り
、

危
険
衡
量
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
法
益
衡
量
説
は
価
値
の
異
な
る
法
益
が
対
立
す
る
状
況
を
前
提
と
し
、
一
方
の
法

益
が
他
方
の
法
益
の
た
め
に
犠
牲
に
さ
れ
た
と
い
う
事
実
に
着
目
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
法
益
衡
量
説
の
観
点
は
一
面

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

的
に
結
果
無
価
値
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
の
説
に
よ
れ
ば
、
危
難
に
陥
っ
た
人
の
生
命
を
救
う
た
め
に
第
三
者
の
身
体
に
著

し
い
傷
害
を
あ
た
え
る
と
い
う
行
為
は
正
当
化
さ
れ
え
な
い
。
そ
の
場
合
、
法
益
の
優
劣
が
つ
け
が
た
い
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
目
的
説
は
、
行
為
の
正
当
化
に
と
っ
て
何
ら
明
確
な
基
準
を
提
供
し
な
い
点
に
問
題
が
あ
る
。
こ
の
説
の
抽
象
性
が
批

判
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
場
合
に
目
的
が
正
当
な
も
の
で
、
手
段
が
相
当
な
も
の
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
具
体
的
に
言
及
せ
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

に
、
そ
の
短
い
公
式
に
お
い
て
、
一
般
的
な
原
理
を
示
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
行
為
の
合
目
的
性
と
い

う
公
式
は
緊
急
権
の
形
式
的
な
構
造
を
示
す
に
と
ど
ま
り
、
比
較
衡
量
に
際
し
て
問
題
と
さ
れ
る
価
値
の
観
点
が
退
け
ら
れ
て
い
る
の
で

（
1
0
）

あ
る
。
目
的
説
の
言
わ
ん
と
す
る
点
は
、
法
秩
序
と
の
調
和
、
即
ち
正
義
の
理
念
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
自
体
誤
り
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自

　
　
　
　
　
　
（
1
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

明
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
視
点
は
、
本
質
的
に
行
為
無
価
値
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
無
内
容
さ
、
不
明
確
性
の
故
に
そ
れ
だ
け

で
は
緊
急
避
難
の
正
当
化
の
基
準
と
は
な
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
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（
二
）
　
利
益
衡
量
の
観
点

　
ド
イ
ッ
刑
法
三
四
条
は
、
緊
急
避
難
行
為
の
正
当
化
に
際
し
て
利
益
衡
量
を
規
定
し
て
い
る
。
利
益
衡
量
説
は
法
益
衡
量
説
、
目
的
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

で
明
か
に
な
っ
た
難
点
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
法
益
衡
量
説
と
目
的
説
と
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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単
な
る
法
益
の
衡
量
で
は
な
く
、
利
益
が
衡
量
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
対
立
す
る
諸
利
益
の
観
点
（
例
え
ば
危
険
の
程
度
）
が
包
括
的
に

考
慮
さ
れ
う
る
。
子
供
が
火
災
で
燃
え
さ
か
る
家
屋
に
と
り
残
さ
れ
、
焼
死
し
そ
う
な
場
合
、
む
し
ろ
そ
の
窓
か
ら
そ
の
子
を
外
に
投
げ

る
こ
と
に
よ
っ
て
生
命
を
守
る
唯
一
の
可
能
性
に
賭
け
る
行
為
は
、
喩
え
そ
れ
に
よ
っ
て
子
供
が
実
際
に
死
に
至
る
と
も
、
正
当
化
さ
れ

　
　
　
　
（
1
4
）

る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
例
を
見
た
だ
け
で
も
利
益
衡
量
説
が
正
し
い
結
論
へ
と
導
く
こ
と
が
明
か
に
な
る
。
法
益
衡
量
説
で
は
す
で
に
述

べ
た
よ
う
に
こ
の
事
例
を
解
決
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
何
故
な
ら
、
こ
こ
で
は
何
ら
法
益
は
対
立
し
て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
目
的

説
に
比
べ
る
と
、
利
益
衡
量
説
は
正
当
化
に
と
っ
て
の
明
確
な
基
準
が
示
さ
れ
る
と
い
う
利
点
が
あ
る
。
法
益
衡
量
説
と
同
様
に
具
体
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

な
判
断
が
可
能
な
比
較
衡
量
が
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
目
的
説
で
は
行
為
の
合
目
的
性
が
問
題
と
な
り
、
そ
の
行
為
が
法
的
に
承
認
さ

れ
た
目
的
の
実
現
の
た
め
に
相
当
な
手
段
で
あ
る
か
ど
う
か
が
吟
味
さ
れ
、
対
立
す
る
法
益
の
比
較
衡
量
は
二
次
的
な
役
割
を
果
た
す
に

過
ぎ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
価
値
の
多
様
な
近
代
社
会
に
お
い
て
は
何
が
目
的
に
か
な
っ
て
い
る
か
を
判
断
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
利
益
衡
量
説
は
目
的
説
よ
り
も
よ
り
明
確
な
基
準
を
提
供
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
合
目
的
性
と
い
う
こ
と
の
代
わ
り
に
、
対

立
す
る
諸
利
益
の
衡
量
と
い
う
こ
と
が
前
面
に
出
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
緊
急
避
難
行
為
に
あ
っ
て
は
、
二
つ
の
対
立
す
る
諸
利
益
の
葛

藤
事
情
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
比
較
衡
量
と
い
う
観
点
は
切
り
離
せ
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
利

益
衡
量
説
は
法
益
衡
量
説
と
目
的
説
で
示
さ
れ
た
欠
点
を
補
う
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
か
に
な
る
。

　
（
三
）
　
利
益
衡
量
説
と
日
本
刑
法
三
七
条

　
さ
て
、
そ
れ
で
は
正
当
化
緊
急
避
難
の
一
般
解
釈
原
理
と
し
て
の
利
益
衡
量
説
は
日
本
刑
法
学
に
お
い
て
ど
う
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
日
本
の
文
献
に
お
い
て
は
法
益
衡
量
説
と
目
的
説
と
い
う
概
念
が
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
が
両

説
の
真
意
を
捉
え
た
も
の
で
あ
る
か
疑
問
の
余
地
無
し
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
何
故
な
ら
、
日
本
の
法
益
衡
量
説
に
お
い
て
は
法
益
の
価

値
の
み
な
ら
ず
、
一
歩
進
ん
で
「
そ
の
他
の
諸
事
情
」
も
考
慮
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
目
的
説
と
い
う
概
念
に
あ
っ
て
も
対
立
す
る
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諸
利
益
の
衡
量
が
大
き
く
考
慮
さ
れ
、
本
来
の
目
的
説
の
趣
旨
を
離
れ
て
い
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

問
題
と
し
て
は
利
益
衡
量
説
は
根
本
原
理
と
し
て
日
本
刑
法
学
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

用
語
法
を
別
に
す
れ
ば
、
現
実

（
1
）
　
内
藤
・
刑
法
講
義
総
論
二
（
一
九
八
六
年
）
、
四
二
一
頁
。
ス
ペ
イ
ン
刑
法
八
条
七
号
も
同
様
に
「
害
悪
」
と
い
う
文
言
を
用
い
て
い
る
。
そ

　
れ
に
よ
る
と
、
「
緊
急
避
難
の
状
態
に
お
い
て
そ
の
害
悪
を
自
分
か
ら
ま
た
は
他
人
か
ら
転
嫁
す
る
た
め
に
他
人
の
法
益
、
ま
た
は
義
務
を
侵
害
し

　
た
場
合
に
配
下
の
条
件
、
即
ち
①
引
き
起
こ
さ
れ
た
害
悪
が
阻
止
さ
れ
た
害
悪
を
上
回
っ
て
い
な
い
こ
と
、
②
そ
の
緊
急
状
態
が
行
為
者
に
よ
っ
て

故
意
に
招
来
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
③
緊
急
状
態
に
あ
る
者
が
職
務
上
自
ら
犠
牲
と
な
る
べ
き
義
務
を
負
っ
て
い
な
い
こ
と
、
こ
れ
ら
を
満

　
た
し
た
場
合
に
」
刑
法
上
の
帰
責
は
な
さ
れ
な
い
。
ス
ペ
イ
ン
刑
法
に
つ
い
て
は
森
下
忠
・
ス
ペ
イ
ン
刑
法
に
お
け
る
緊
急
避
難
論
、
「
緊
急
避
難

　
の
比
較
法
的
考
察
」
（
一
九
六
二
年
）
、
一
四
一
頁
、
O
ミ
8
P
9
毒
巳
お
Φ
琶
α
寄
9
け
磐
象
貫
α
霧
2
9
誓
昏
房
首
ω
冨
巳
ω
9
窪
誓
声
凝
8
Φ
－

　
9
9
0
F
β
霞
一
α
Φ
訳
窪
胤
ヨ
四
目
－
O
①
鼠
o
窪
巳
ω
ω
o
日
。
（
一
〇
〇〇
①
y
oo
’
8
00
搾
旧
曾
誌
舞
Z
o
暑
o
ぼ
巨
α
Z
o
巨
き
α
一
旦
国
畦
一
田
詩
ヨ
Φ
巻
き

閃
葺
N
＜
き
O
巴
ざ
【
F
鉾
（
騨
ω
α
q
。
y
＜
。
円
α
o
一
Φ
一
。
冨
区
①
U
震
ω
一
Φ
一
一
臣
鐙
α
8
U
①
⊆
ω
9
①
づ
⊆
区
＞
5
一
ぎ
α
一
ω
9
2
ω
嘗
9
8
。
三
9
≧
眞
Φ
ヨ
Φ
－

3
震
↓
Φ
芦
田
」
一
（
お
O
oo
）
噂
ψ
ω
お
栖
る
ミ
ミ
§
鼻
ヵ
①
魯
ヰ
o
註
閃
琶
α
q
琶
α
国
暮
ω
。
『
仁
巨
面
…
閃
ぴ
Φ
一
ω
①
即
①
一
毒
ひ
q
ゆ
5
σ
。
ω
o
区
巽
魯
Z
o
壁

一
品
曾
（
Z
o
ヨ
①
日
・
Z
o
匿
き
ρ
霞
ぎ
三
窪
ざ
一
一
芭
8
）
巨
ω
冨
三
ω
9
窪
望
『
鉱
お
o
耳
」
R
評
雪
＼
評
霞
o
⇒
（
＝
お
α
q
’
y
力
①
昌
畦
R
二
讐
鑛

　
琶
α
国
三
ω
9
三
9
讐
畠
目
（
お
2
y
ψ
コ
u
設
搾
参
照
。

（
2
）
　
内
藤
・
前
掲
書
（
註
1
）
、
四
二
〇
頁
以
下
。
同
様
に
ド
イ
ッ
刑
法
三
四
条
に
お
い
て
も
価
値
の
高
い
法
益
で
は
な
く
、
保
護
に
値
す
る
法
益

　
が
問
題
と
な
る
。
肉
雲
貴
U
震
α
霞
9
ζ
①
霧
9
Φ
p
き
詔
①
5
ω
鼠
U
9
①
器
ぞ
ロ
o
房
冨
民
」
昌
こ
霧
魯
o
良
－
閃
Φ
象
零
ぼ
’
昆
寓
巴
σ
冨
邑
（
お
oo
㎝
y

ω
ー
“
鋸
一
＆
9
卜
§
G
ぎ
璽
5
ω
9
旦
ざ
＼
ω
9
＆
3
『
曽
誓
雷
凝
霧
9
旨
8
戸
〆
o
B
ヨ
①
三
窒
曽
、
匪
魯
品
①
（
お
2
）
（
以
下
旦
誓
ま
鼻
Φ
＼

　
の
9
a
α
R
と
略
す
y
伽
o
o
“
カ
α
戸
b
o
仰
ミ
8
。
。
＆
勲
ω
貫
繊
お
o
ヌ
≧
薗
o
巳
①
ぎ
震
↓
①
F
曽
。
＞
象
一
品
①
（
お
O
一
）
（
以
下
ミ
8
8
黄
＞
↓
と
略

　
す
y
ω
9
00
0
ー
ド
イ
ッ
刑
法
三
四
条
に
つ
い
て
は
後
掲
資
料
参
照
。

（
3
）
嶺
讐
鴇
登
5
冨
一
冨
眞
震
内
o
ヨ
ヨ
Φ
三
m
『
」
ρ
》
象
一
畠
只
一
雪
o
o
睦
。
）
（
以
下
冒
い
閑
と
略
す
）
諭
oo
“
閃
α
戸
紳
卜
舞
一
旨
R
①
器
8
呂
≦
甲

讐
粛
巨
α
＞
轟
o
ヨ
8
。
。
窪
箒
一
け
省
急
ε
畠
目
お
。
耳
8
三
閃
Φ
且
窪
Z
9
ω
鼠
呂
3
の
㎝
巽
ω
貯
O
只
お
お
）
（
以
下
い
舞
冒
8
お
器
雪
呂
名
甲

　
琶
の
と
略
す
y
9
器
ト
§
ら
ぎ
璽
U
震
8
0
日
富
三
鷺
口
3
Z
9
の
雷
邑
（
お
9
）
（
以
下
卜
§
ら
§
象
Z
o
房
冨
＆
と
略
す
y
ψ
臼
葛
農
量
ω
帯

四
牌
8
簿
一
≧
眞
①
筥
①
ぎ
巽
↓
①
F
ゆ
阜
ズ
一
〇
露
）
（
以
下
肉
農
貴
》
目
一
と
略
す
）
あ
」
躍
R

（
4
）
ヵ
O
ω
サ
2
る
畠
一
b
o
9
。

（
5
）
　
例
え
ば
鉾
卜
房
無
＼
の
魯
ミ
鼻
ピ
①
ぼ
9
魯
α
窃
U
Φ
耳
の
9
窪
ω
胃
帥
マ
①
9
寅
ま
9
＞
鼠
一
品
Φ
（
一
〇
認
y
ω
■
8
①
捨
馬
黛
の
魯
ミ
§
U
霧
力
甲
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9
ω
鴨
ユ
9
け
…
α
α
震
害
Φ
品
Φ
ω
。
巨
一
9
①
Z
9
ω
け
き
ρ
N
ω
什
白
お
（
一
。
b
。
O
y
ω
。
ω
㎝
ρ
o
。
韻
隔
賄
二
寒
帖
蔦
黄
評
。
。
零
○
望
Φ
ヨ
α
段
ヨ
讐
。
『
陣
。
＝
窪

勾
Φ
。
日
ω
＆
費
一
讐
①
一
ゴ
の
寓
駄
お
。
注
一
。
冨
＞
喜
き
α
一
巨
ひ
q
①
⇒
＝
。
津
b
。
＝
（
一
。
b
。
O
y
の
■
一
§
嶺
§
ぎ
ト
U
震
Z
o
け
ω
富
区
冨
9
α
q
①
α
q
窪
≦
似

三
ひ
q
Φ
ヨ
毒
α
N
爵
言
豊
α
q
o
ヨ
閃
①
。
葺
（
一
〇
器
y
ω
。
o。
oo
h
二
〇
ミ
、
窒
b
o
ぎ
9
9
①
力
8
算
ω
＆
島
一
α
q
竃
一
け
四
一
ω
帥
＝
α
q
Φ
ヨ
①
ヨ
鷺
三
閃
①
ω
ζ
Φ
雫

屏
ヨ
巴
目
↓
9
げ
Φ
ω
富
巳
①
ω
q
四
凄
舘
R
コ
き
e
巨
ひ
Q
（
一
〇
8
）
ω
，
ミ
搾
昼
箋
ω
こ
寄
o
葺
§
α
一
霞
9
β
N
≦
包
区
Φ
ヨ
冥
o
巨
①
ヨ
①
α
R
く
震
耳
－

8
冨
霧
一
①
ぼ
①
（
一
旨
㎝
y
ω
。
一
合
ミ
§
ミ
鑓
璽
u
R
3
①
茜
①
ω
①
巨
陣
9
Φ
2
0
一
ω
鼠
邑
冨
9
α
震
⇒
窪
①
馨
8
カ
①
。
算
ω
冥
①
9
毒
α
q
α
①
ω
即
①
一
。
げ
ω
ひ
q
－

Φ
二
。
耳
①
ω
」
員
即
四
民
－
閃
①
の
粛
魯
。
一
（
お
ω
ρ
Z
①
＆
凄
良
”
一
8
0
y
ω
。
＆
P
ミ
ρ
日
O
h
｛
。
旧
♀
§
討
§
9
Φ
目
g
α
Φ
ω
害
Φ
『
α
Q
①
ω
g
N
一
一
9
①
口
Z
o
学

ω
け
m
＆
①
ω
噂
N
ω
け
≦
㎝
一
（
一
〇
〇。
一
y
ω
匿
島
9
＆
O
｛
戸
葛
帆
轟
ミ
斜
Z
O
一
の
け
き
α
彗
α
害
寅
一
＜
8
け
ω
蜜
包
（
一
〇
ω
一
y
o
。
・
曽
や
旧
ミ
魯
象
U
四
ω
α
窪
ヴ

ω
9
Φ
望
醤
砕
8
耳
」
ρ
》
亀
一
謎
①
（
お
雪
y
oo
，
oo
S
≦
色
器
一
は
当
初
そ
の
教
科
書
第
二
版
ま
で
目
的
説
に
批
判
的
で
あ
っ
た
が
、
第
三
版
以
降

第
一
〇
版
ま
で
目
的
説
を
支
持
し
、
第
三
版
で
再
び
そ
の
立
場
を
替
え
て
い
る
。
§
鳴
澄
9
U
震
≧
薗
①
ヨ
巴
冨
↓
亀
α
霧
畠
三
ω
9
窪
曽
醤
ぼ
Φ
－

。
算
ρ
ω
，
＞
島
品
①
（
一
〇
忘
）
一
9
ミ
蕊
ミ
ω
二
u
霧
α
①
日
ω
9
。
ω
富
砕
Φ
。
ヌ
b
。
。
》
魯
四
。
q
①
（
一
〇
お
y
ω
。
㎝
ω
｛
・
る
曾
＞
島
帥
α
q
Φ
（
お
g
）
あ
．
①
①

P
冨
鯨
＝
，
》
鳳
一
品
Φ
（
ε
＄
）
あ
●
巴
参
照
。
学
説
全
般
に
つ
い
て
は
ト
§
ら
ぎ
象
Z
9
ω
鼠
区
あ
ふ
O
R
を
見
よ
。
日
本
で
は
最
近
、
吉
田

宣
之
が
一
般
的
正
当
化
事
由
と
し
て
の
目
的
説
を
唱
え
て
い
る
。
吉
田
・
違
法
性
の
本
質
と
行
為
無
価
値
（
一
九
九
二
年
）
三
四
〇
、
三
四
五
頁
以

下
。

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
1
0
）

（
1
1
）

（
1
2
）

（
1
3
）ら

い
わ
ゆ
る
結
果
無
価
値
論
と
の
み
調
和
す
る
と
い
う
主
張
に
対
し
て
、

た
主
観
的
、

書

（
1
4
）

（
二
）
で
取
り
上
げ
る
「
消
防
士
の
事
例
」
を
考
え
て
み
よ
。

頃講魯

」
目
い
F
伽
o
o
倉
国
α
P
b
o
旧
吉
田
・
前
掲
書
（
註
5
）
三
一
二
頁
。

鳶
。
。
魯
8
鋼
冨
日
ど
9
α
霧
ω
寓
鷺
お
魯
黄
≧
薗
①
ヨ
①
5
Φ
同
↓
①
F
亜
》
目
器
鵯
（
お
o
o
o
。
）
（
以
下
鳶
零
ミ
鼻
》
↓
と
略
す
y
ω
●
鱒
㊤
一
。

卜
恥
恥
｝
H
目
け
Φ
村
①
の
ω
①
づ
m
旨
》
毛
曽
～
四
仁
［
【
こ
四
一
ω
●
　
刈
㎝
’

融蔑8

鳶
ヨ
”
ピ
界
㈱
oo
♪
刀
α
跨
煙

肉
蹄
の
魯
ミ
＆
ひ
N
ω
一
≦
“
㊤
（
一
〇
N
O
y
g
oo
㎝
ρ
ω
刈
“
｛
二
卜
§
簿
醤
舞
Z
9
ω
富
昌
ρ
oo
’
刈
O
哺
。

鳶
零
ミ
簿
℃
＞
θ
¢
N
露
参
照
。

卜
塁
冒
8
お
3
雪
ぎ
≦
甜
仁
口
o
q
あ
●
巽
’
吉
田
は
利
益
衡
量
説
が
質
的
に
目
的
説
と
は
一
致
し
な
い
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
利
益
衡
量
説
が
専

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
利
益
」
の
概
念
は
客
観
的
、
具
体
的
、
個
人
主
義
的
の
み
な
ら
ず
、
ま

　
　
　
抽
象
的
、
普
遍
的
で
も
あ
る
包
括
的
な
概
念
で
あ
る
と
す
る
。
吉
田
・
前
掲
書
（
註
5
）
五
五
、
二
九
九
、
三
二
三
頁
、
内
藤
・
前
掲

（
註
1
）
、
三
一
五
頁
。
な
お
、
後
出
註
1
6
参
照
。

頃誉魯

」
昌
ピ
界
㎝
o。
“
幻
含
・
㎝
縛
卜
§
魯
ミ
8
旦
ω
。
ま
嘗
①
＼
ω
。
ぼ
9
震
〕
㎝
o
。
斜
閃
9
。
o。
袋
』
寒
9
鈎
ω
霞
四
呼
①
。
ヌ
≧
薗
①
ヨ
①
ぎ
震
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↓
Φ
一
一
』
’
＞
鼠
一
品
①
（
一
8
一
y
ω
．
畠
仰
肉
農
貴
》
↓
一
｝
ω
。
“
o。
合
曇
鳴
轟
言
茜
∪
一
Φ
囚
窪
銘
一
諄
警
σ
①
ぎ
仁
冨
o
鐸
s
d
算
包
霧
の
仁
口
鵯
α
①
爵
計

　
蜜
∪
カ
一
〇
コ
．
o
o
o
o
卜
o
“
S
。
。
§
ぎ
§
舞
ω
霞
9
げ
9
詩
①
一
一
α
Φ
ω
O
Φ
声
葺
雪
σ
Φ
一
Z
陣
。
三
〈
o
ヨ
魯
ヨ
①
α
①
同
o
ぎ
N
一
α
q
ヨ
α
α
q
一
一
9
①
戸
9
げ
o
＝
一
ω
ざ
葺
2
即
①
“

　
ε
口
鴨
匿
＆
冨
ロ
堕
冒
ω
お
認
、
N
認
∪
謡
仰
9
§
織
9
N
ξ
U
o
α
q
ヨ
碧
民
α
震
琶
8
窪
雪
C
昌
一
震
冨
器
仁
口
鵯
3
＝
ζ
ρ
盲
一
〇
お
」
o
o
8
一
と
●
な

　
お
こ
の
事
例
は
、
≦
①
一
N
Φ
一
の
教
科
書
に
も
み
ら
れ
る
。
蚕
覧
鑓
卜
U
器
号
耳
の
9
①
望
り
繊
お
。
ヌ
一
一
’
＞
忌
一
品
①
（
密
8
y
9
2
’
彼
が
こ
の
事

　
例
を
最
初
に
取
り
上
げ
た
の
は
、
織
ミ
ω
こ
¢
日
e
o
｛
日
巴
①
＝
き
色
琶
α
q
ω
一
①
ぼ
①
（
一
漣
O
y
9
曽
で
、
教
科
書
で
最
初
に
登
場
す
る
の
は
第
三
版

　
か
ら
で
あ
る
。
織
ミ
。
づ
こ
U
錺
3
三
零
冨
聾
声
守
9
耳
一
ω
。
》
鼠
一
品
Φ
（
5
9
y
9
3
参
照
。

（
1
5
）
　
内
藤
・
前
掲
書
（
註
1
）
、
三
一
三
頁
以
下
。
こ
れ
と
は
反
対
に
、
レ
ン
ク
ナ
ー
は
優
越
的
利
益
の
原
則
も
目
的
説
の
公
式
と
同
様
に
形
式
的

　
な
基
準
に
と
ど
ま
る
と
し
て
い
る
。
卜
§
ら
ぎ
象
Z
o
房
富
鼠
あ
9
田
oo

。

（
1
6
）
福
田
は
、
利
益
衡
量
説
は
い
わ
ゆ
る
結
果
無
価
値
の
観
点
か
ら
は
説
明
し
得
ず
、
む
し
ろ
行
為
無
価
値
、
結
果
無
価
値
の
両
者
を
考
慮
す
る
人

的
不
法
論
を
前
提
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
し
か
し
、
福
田
自
身
は
利
益
衡
量
説
そ
の
も
の
を
支
持
す
る
の
で
は
な
く
、
社
会
相
当
性
説
を
主

張
す
る
。
福
田
・
刑
法
総
論
（
一
九
八
四
年
）
、
　
一
四
一
（
註
三
）
頁
。
同
旨
、
吉
田
・
前
掲
書
（
註
5
）
三
一
九
頁
以
下
。
こ
の
よ
う
な
批
判
に

対
し
て
、
内
藤
は
、
利
益
衡
量
説
は
そ
れ
で
も
い
わ
ゆ
る
結
果
無
価
値
論
と
調
和
す
る
と
主
張
す
る
。
内
藤
・
前
掲
書
（
註
1
）
、
一
三
五
頁
。
け

　
れ
ど
も
福
田
の
指
摘
す
る
よ
う
に
結
果
無
価
値
以
外
の
要
素
を
考
慮
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
む
し
ろ
「
利
益
衡
量
説
ー
結
果
無
価
値
論
」
の
図
式
は
修

正
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
平
野
は
法
益
衡
量
説
を
主
張
す
る
が
、
「
法
益
」
を
』
般
的
価
値
」
と
し
て
解
す
る
た
め
、
法
益
衡
量
で
は
な

く
価
値
衡
量
が
な
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
平
野
に
よ
れ
ば
法
益
衡
量
説
に
お
け
る
よ
う
な
法
益
の
抽
象
的
価
値
秩
序
に
よ
る
衡
量
が
問
題
な
の
で
は
な

く
、
価
値
の
一
般
的
な
観
点
が
問
題
と
な
る
。
平
野
・
刑
法
総
論
n
（
一
九
七
五
年
）
、
二
一
五
頁
。
こ
の
意
味
で
平
野
の
見
解
は
（
本
人
の
目
論

見
と
離
れ
る
で
あ
ろ
う
が
）
利
益
衡
量
説
に
近
づ
か
ざ
る
を
え
な
い
。
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三
　
自
律
の
原
則
　
＞
日
9
0
巨
8
ユ
目
U

　
利
益
衡
量
説
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
に
自
律
の
原
則
と
い
う
問
題
を
更
に
検
討
し
て
み
よ
う
。
良
く
挙
げ
ら
れ
る
講
壇
事
例
と
し
て

次
の
様
な
も
の
が
あ
る
。
あ
る
病
院
で
重
症
患
者
B
の
た
め
に
緊
急
輸
血
が
必
要
に
な
っ
た
。
医
者
A
は
第
三
者
C
か
ら
医
療
上
の
処
置

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

を
施
し
た
上
で
強
制
的
に
採
血
し
、
輸
血
に
利
用
し
た
。
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（
一
）
　
利
益
衡
量
説
の
観
点
に
よ
る
解
決

　
問
題
は
こ
の
採
血
行
為
が
正
当
化
緊
急
避
難
に
よ
っ
て
カ
バ
ー
さ
れ
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
患
者
B
の
生
命
と
傷
害
罪
と
し

て
の
第
三
者
C
の
身
体
の
完
全
性
（
内
α
∈
Φ
島
9
Φ
¢
薯
段
器
ぼ
9
①
δ
が
対
立
し
て
い
る
。
対
立
す
る
法
益
と
い
う
観
点
か
ら
の
み

こ
の
事
例
を
検
討
す
る
と
、
生
命
と
い
う
法
益
は
身
体
と
い
う
法
益
を
凌
ぐ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
行
為
は
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
に
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

り
、
第
三
者
C
は
こ
の
強
制
採
血
を
甘
受
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。
医
師
A
の
行
為
は
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
と
は
異
な
り
、
利
益
衡
量
説
で
は
、
身
体
の
領
域
に
関
す
る
人
間
の
自
律
の
原
則
が
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
個
人
の
自
己
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

定
と
尊
厳
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
重
大
な
身
体
的
侵
襲
は
強
制
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
第
三
者
C
は
献
血
す
る
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

務
を
負
わ
ず
、
医
師
A
の
行
為
は
正
当
化
さ
れ
な
い
。

　
（
二
）
　
相
当
性
に
よ
る
解
決

　
法
益
衡
量
説
の
問
題
点
は
、
強
制
採
血
行
為
が
正
当
化
さ
れ
た
場
合
に
、
行
為
の
正
当
化
が
即
ち
第
三
者
C
に
と
っ
て
採
血
を
甘
受
す

る
義
務
を
意
味
す
る
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
C
は
こ
の
身
体
的
侵
襲
を
甘
受
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
C
が
こ
の
身
体

的
侵
襲
を
甘
受
せ
ね
ば
な
ら
な
い
実
質
的
根
拠
は
な
い
。
保
護
法
益
の
価
値
が
優
越
し
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
は
今
な
お
十
分
な
説
明
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
人
問
は
目
的
そ
れ
自
体
で
あ
り
、
決
し
て
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
さ
も
な
く
ば
、
人
格
や
個

人
が
否
定
さ
れ
、
唯
物
的
功
利
主
義
や
全
体
主
義
が
法
秩
序
を
支
配
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
自
由
で

民
主
的
な
社
会
に
お
い
て
は
、
個
人
の
自
己
決
定
と
尊
厳
が
承
認
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
個
人
の
意
思
に
反
し
た
強
制
採

血
と
い
う
身
体
的
侵
襲
は
正
当
化
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
説
例
の
医
師
の
行
為
を
正
当
化
し
な
い
と
い
う
結
論
を
導

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

く
た
め
に
、
強
制
採
血
の
行
為
は
「
相
当
」
と
は
言
え
な
い
と
い
う
主
張
が
一
部
で
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
正
当
化
緊
急
避
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難
の
成
立
は
緊
急
避
難
行
為
と
し
て
の
相
当
性
を
欠
く
が
故
に
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
相
当
性
と
い
う
観
点
か
ら
修
正

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
主
張
で
は
緊
急
避
難
に
つ
い
て
比
較
衡
量
や
補
充
性
と
い
っ
た
形
式
的
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
他
に
行
為
の

相
当
性
と
い
う
別
の
要
件
が
加
わ
る
こ
と
に
な
る
。
確
か
に
強
制
採
血
の
事
例
に
あ
っ
て
は
保
護
法
益
の
価
値
の
優
越
と
補
充
性
は
認
め

ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
生
命
は
身
体
の
完
全
性
を
少
々
害
す
る
こ
と
に
優
越
し
、
患
者
B
の
死
は
輸
血
に
よ
っ
て
の
み
避
け
ら
れ
る
か

ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
強
制
採
血
行
為
は
も
は
や
「
相
当
な
」
も
の
と
は
言
え
ず
、
行
為
は
正
当
化
さ
れ
得
な
い

　
　
（
2
4
）

の
で
あ
る
。
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（
三
）
　
私
見
と
結
論

　
法
益
衡
量
説
を
前
提
と
す
る
限
り
、
強
制
採
血
の
事
例
を
相
当
性
と
い
う
観
点
の
も
と
で
取
り
扱
お
う
と
す
る
見
解
は
首
尾
一
貫
し
た

も
の
で
は
あ
る
。
さ
も
な
く
ば
、
こ
の
見
地
か
ら
は
行
為
の
正
当
化
を
拒
み
得
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
、
自
由
な
市
民
社
会
で
は
受

け
入
れ
難
い
結
論
に
至
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
法
益
衡
量
説
は
そ
も
そ
も
そ
れ
自
体
と
し
て
支

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

持
さ
れ
得
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
説
で
は
対
立
す
る
法
益
の
抽
象
的
な
価
値
秩
序
が
決
定
的
な
も
の
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
比
較
衡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

量
に
際
し
て
は
対
立
す
る
法
益
の
価
値
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
他
の
諸
事
情
、
つ
ま
り
対
立
す
る
諸
利
益
も
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
更

に
、
こ
の
強
制
採
血
の
事
例
に
お
い
て
「
法
益
衡
量
－
相
当
性
」
と
い
う
構
造
の
弱
点
が
示
さ
れ
る
。
利
益
衡
量
説
に
よ
っ
て
直
接
結
論

に
到
達
で
き
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
故
相
当
性
と
い
う
回
り
道
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
理
解
し
が
た
い
。
利
益
衡
量
説
が
必
要

と
し
な
い
調
整
の
役
割
を
果
た
す
別
の
修
正
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
、
「
法
益
衡
量
ー
相
当
性
」
と
い
う
構
造
の
弱
点
に
他
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。
こ
の
欠
点
の
原
因
は
法
益
衡
量
説
が
対
立
す
る
法
益
の
価
値
秩
序
に
だ
け
着
目
し
、
比
較
衡
量
に
際
し
て
対
立
す
る
法
益
の
抽

象
的
価
値
の
み
を
考
慮
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
た
め
、
比
較
衡
量
で
評
価
し
切
れ
な
か
っ
た
観
点
を
次
の
相
当
性
に
ま
で
引
き
ず
っ
て

い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
利
益
衡
量
説
が
採
用
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
諸
利
益
を
対
置
す
る
こ
と
に
よ



っ
て
、
第
三
者
C
か
ら
強
制
的
に
採
血
が
な
さ
れ
た
と
い
う
事
情
が
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
く
る
。
こ
の
場
合
、
生
命
と
身
体
の
葛
藤
事

情
に
お
い
て
、
優
越
す
る
法
益
の
保
護
の
た
め
の
行
為
が
問
題
と
な
る
が
、
個
人
の
自
己
決
定
と
尊
厳
と
い
う
観
点
か
ら
様
々
な
諸
利
益

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

が
評
価
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
利
益
衡
量
に
よ
っ
て
正
し
い
解
決
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
わ
ざ
わ
ざ
相
当
性
と
い
う
別

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

の
観
点
を
持
ち
出
し
て
く
る
こ
と
は
必
要
で
は
な
い
。

緊急避難における利益衡量と相当性についての一考察

（
賀
）
　
米
田
・
「
緊
急
避
難
に
お
け
る
相
当
性
の
研
究
」
司
法
研
究
報
告
書
一
九
輯
二
号
（
一
九
六
七
年
）
（
以
下
「
相
当
性
の
研
究
」
と
略
す
る
）
、

　
四
二
、
一
九
四
頁
、
同
・
犯
罪
と
可
罰
的
評
価
（
一
九
八
三
年
）
、
一
六
八
頁
。

（
1
8
）
O
匿
霧
は
こ
の
事
例
を
法
益
衡
量
説
の
批
判
の
中
で
挙
げ
た
。
O
ミ
言
ρ
呂
a
雪
8
ぼ
葺
雪
菩
段
9
Φ
ω
冒
琶
鴨
ロ
α
震
9
0
扇
窪
誓
声
即
Φ
－

o
窪
葵
o
ヨ
巨
隆
8
（
以
下
Z
凶
＆
R
8
ぼ
痒
8
と
略
す
）
る
扇
阜
あ
。
ま
一
蕊
ミ
G
づ
こ
峯
a
震
8
ぼ
§
雪
」
N
』
阜
あ
」
窪
蕊
箋
鉾
霞
一
一
。
鐸
①
亭

ざ
臣
ω
一
8
四
一
ω
ω
9
三
α
窪
ω
の
。
三
凶
①
ゆ
巨
鵯
鷺
琶
ρ
β
蜜
①
N
α
q
R
山
。
ω
§
汀
』
（
一
。
9
y
ω
●
。
。
F
。。
笛
α
粋
き
盗
ぎ
§
扇
①
惹
把
口
の
雪
α
Φ
ω
ω
o
亭

α
R
窪
器
9
5
ω
霧
α
8
U
①
9
ω
9
窪
切
茸
O
①
ω
富
ゆ
q
霧
哺
冒
e
①
曽
声
坤
Φ
9
け
翰
9
9
∋
5
α
震
句
毛
昏
5
①
『
δ
号
（
一
8
？
竈
8
）
　
（
以
下

零
o
f
＜
と
略
す
）
あ
」
お
O
参
照
。

（
1
9
）
　
嶺
騨
。
づ
魯
」
員
い
界
㎝
ω
癖
即
O
芦
①
o
o
。
ま
た
、
O
＆
ざ
ρ
U
震
α
o
の
ヨ
讐
冨
9
①
↓
亀
α
霧
≧
5
ヨ
象
貯
－
国
ロ
貯
≦
ξ
鉾
N
㌍
∈
Qo
O
（
一
8
00
y
ω
●

　
器
捨
も
参
照
せ
よ
。

（
2
0
）
顎
蔑
零
査
5
ピ
民
㈱
謹
力
身
。
①
oo
ト
§
魯
§
舞
5
ω
9
9
ぎ
訪
9
a
α
①
き
㎝
o
o
斜
力
α
戸
と
Ω
§
諺
こ
Z
O
富
雷
且
あ
」
ミ
（
目
的
説
に

対
す
る
批
判
と
し
て
挙
げ
て
い
る
ご
b
、
§
璽
Z
一
Φ
α
震
零
ぼ
弾
①
戸
憲
●
ω
阜
あ
。
ミ
o
。
（
し
か
し
、
§
奉
こ
呼
9
●
＜
あ
●
ミ
8
と
対
比
せ
よ
ご

国
葺
≦
ξ
｛
Φ
ぢ
霧
曽
審
凝
8
①
訂
ど
9
8
お
8
（
ヨ
詳
ω
詔
急
注
巨
面
y
9
5
ρ
ま
た
、
鵠
o
お
爵
9
8
は
医
師
の
正
当
化
の
可
能
性
を
認
め
て

　
い
る
。
震
ミ
ω
簿
ミ
欝
等
9
，
＜
あ
」
お
璽
さ
ら
に
、
も
し
C
が
保
証
者
的
地
位
に
あ
る
な
ら
ば
、
正
当
化
の
可
能
性
は
否
定
さ
れ
な
い
。
こ
の
場

合
、
強
制
採
血
は
一
定
の
条
件
の
も
と
で
は
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
顛
試
3
β
U
累
㎝
巽
知
9
’
①
o
o
咽
顎
8
8
貧
＞
θ
9
8
咽
閑
ミ
零

諄
奪
曽
声
守
9
耳
召
9
δ
鵬
一
9
7
き
巴
旨
冨
昌
R
竃
卑
び
9
ρ
b
o
■
》
鼠
富
腺
（
お
o
o
o
o
）
あ
」
ミ
’
保
証
者
的
地
位
の
問
題
を
越
え
て
正
当
化
の
可

　
能
性
を
認
め
る
の
は
肉
農
貴
》
↓
一
り
9
＆
S
b
覧
o
ミ
題
、
9
0
一
三
R
＄
3
器
窪
き
≦
甜
仁
畠
墨
o
『
伽
謹
の
お
ω
5
α
一
ぼ
＜
Φ
旨
巴
一
巳
ω
N
偉

α
9
3
『
蒔
Φ
ロ
ω
＃
鉱
お
。
耳
一
一
9
雪
力
8
日
脇
Φ
註
頒
巨
α
q
詔
『
二
且
窪
（
一
〇
〇。
o。
y
ω
」
㎝
O
｛
h
旧
山
§
ミ
§
ミ
ミ
9
舞
ω
貸
9
ぼ
①
。
算
≧
一
ひ
q
Φ
ヨ
①
ぢ
①
『

　
↓
o
芦
O
●
＞
三
一
謎
o
（
お
oo
㎝
y
ω
●
oo
㎝
O
●

（
2
1
）
　
蚕
9
駕
卜
Z
一
8
震
ω
o
ぼ
凶
ヰ
①
P
蕊
。
ω
α
；
ω
」
刈
oo
戸
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（
2
2
）
い
①
①
と
逐
①
冨
鳳
巴
に
よ
れ
ば
、
強
制
採
血
の
事
例
は
利
益
衡
量
説
に
よ
れ
ば
、
正
当
化
さ
れ
る
べ
き
だ
と
す
る
。
し
か
し
、
彼
等
は
こ
の
場

合
、
相
当
性
条
項
を
用
い
て
正
当
化
の
結
論
を
引
き
出
す
。
卜
舞
一
具
震
①
器
2
ぎ
≦
謎
⊆
口
堕
9
＝
ω
h
二
さ
§
§
瀞
卜
u
R
8
。
耳
8
三
鴨
巳
①

　
2
9
警
き
9
9
N
」
O
誤
曽
お
一
一
合
O
■
こ
の
点
に
つ
き
、
後
出
註
4
2
参
照
。

（
2
3
）
　
米
田
・
相
当
性
の
研
究
、
四
二
、
一
九
四
頁
。

（
2
4
）
米
田
・
相
当
性
の
研
究
、
一
九
四
頁
。

（
2
5
）
　
二
（
一
）
及
び
（
二
）
参
照
。

（
2
6
）
卜
§
簿
ミ
8
旦
ω
。
ま
艮
①
＼
ω
。
ぼ
9
R
噂
㈱
巽
国
身
●
卜
。
試
箋
砺
こ
U
震
9
二
区
ω
m
欝
α
輿
O
璋
Φ
醤
σ
毛
似
曽
⇒
の
巴
ω
O
毎
＆
一
m
α
q
o
α
霞
寄
。
葺
－

　
8
三
四
白
α
q
、
O
＞
し
O
o
o
9
8
㎝
砧
8
。
ド
イ
ッ
刑
法
三
四
条
は
こ
の
見
地
か
ら
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
2
7
）
　
内
藤
・
前
掲
書
（
註
1
）
、
四
二
〇
頁
。

（
2
8
）
　
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
Φ
①
は
、
こ
の
強
制
採
血
の
事
例
を
社
会
倫
理
的
な
視
点
か
ら
相
当
性
条
項
を
通
じ
て
解
決
し
よ
う
と
す
る
。
卜
舞
一
日
零

Φ
ω
の
窪
昏
≦
凝
一
白
堕
¢
＝
o
。
怜
ま
た
、
ヵ
o
図
ぎ
も
相
当
性
条
項
の
必
要
性
を
主
張
す
る
。
そ
こ
で
は
、
人
間
の
尊
厳
と
の
調
和
を
考
慮
に
い
れ

　
て
衡
量
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
肉
農
貴
ざ
ω
昌
8
下
閃
8
富
o
ぼ
二
ω
・
＆
8
＆
①
蕊
ミ
F
＞
↓
H
あ
・
“
o
o
b
o
地
こ
の
問
題
に
つ
い

　
て
は
さ
ら
に
後
出
註
4
2
も
参
照
。
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四
　
相
当
性
条
項

　
（
一
）
　
概
説

　
ド
イ
ッ
刑
法
三
四
条
後
段
は
正
当
化
緊
急
避
難
の
最
後
の
要
件
と
し
て
「
行
為
が
危
険
を
避
け
る
の
に
相
当
な
手
段
で
あ
る
こ
と
」
と

規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
が
備
わ
っ
て
当
該
行
為
が
正
当
化
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
日
本
刑
法
三
七
条
に
は
そ
の
よ
う
な
相
当
性
条
項
は

規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
一
部
の
学
者
は
こ
の
相
当
性
と
い
う
要
件
を
正
当
化
緊
急
避
難
の
書
か
れ
ざ
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル

　
　
　
　
　
（
2
9
）

と
認
め
て
い
る
。

　
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
緊
急
避
難
行
為
が
相
当
性
の
観
点
の
下
で
も
う
一
度
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
見
解
に
実
は
二
つ
の



バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
↓
つ
の
主
張
は
ド
イ
ッ
刑
法
三
四
条
に
お
け
る
の
と
同
様
に
相
当
性
条
項
を
最
後
の
チ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

エ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
と
す
る
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
主
張
に
よ
る
と
、
そ
こ
で
言
う
相
当
性
は
社
会
相
当
性
と
い
う
考
え
方
か
ら
導
き
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

さ
れ
、
正
当
化
事
由
の
一
般
原
理
た
る
社
会
相
当
性
が
こ
こ
で
も
機
能
す
る
。
つ
ま
り
、
社
会
相
当
性
は
正
当
化
の
一
般
的
上
位
概
念
と

見
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
第
一
の
見
解
と
は
異
な
っ
て
、
正
当
化
緊
急
避
難
の
独
立
し
た
要
素
を
形
成
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

緊急避難における利益衡量と相当性にっいての一考察

　
（
二
）
　
相
当
性
条
項
の
実
務
上
の
意
義

　
そ
れ
で
は
果
た
し
て
、
こ
の
条
項
が
そ
も
そ
も
必
要
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
も
し
必
要
で
あ
る
と
す
る
と
、
ど
の
よ
う
な
事
例
で
問

題
と
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
次
に
い
く
つ
か
の
事
例
を
検
討
し
な
が
ら
論
じ
て
み
た
い
。

　
（
イ
）
　
雨
傘
の
事
例

　
緊
急
避
難
行
為
の
「
相
当
性
」
が
問
題
と
な
る
事
例
と
し
て
良
く
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
雨
傘
の
事
例
で
あ
る
。
に
わ
か
雨
の
時
、
高
級

な
コ
ー
ト
を
身
に
つ
け
た
婦
人
が
安
い
コ
ー
ト
を
身
に
つ
け
た
人
か
ら
、
傘
を
奪
い
取
っ
た
。
さ
も
な
く
ば
、
そ
の
高
級
な
コ
ー
ト
が
台

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

無
し
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
佐
伯
は
こ
の
事
例
を
引
用
し
、
相
当
性
条
項
の
必
要
性
を
説
い
た
。
単
に
法
益
衡
量
説
を
前
提
と

す
れ
ば
こ
こ
で
保
護
さ
れ
た
高
級
な
コ
ー
ト
の
価
値
は
安
い
コ
ー
ト
の
価
値
に
優
越
し
、
よ
っ
て
比
較
衡
量
の
結
果
、
違
法
性
は
欠
落
す

る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
佐
伯
は
こ
の
行
為
は
更
に
相
当
性
と
い
う
観
点
で
検
討
さ
る
べ
き
だ
と
し
、
こ
こ
で
は
そ
れ
が
備
わ
っ
て
い

な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
結
論
と
し
て
、
佐
伯
の
見
解
で
は
、
正
当
化
緊
急
避
難
の
最
後
の
条
件
が
備
わ
っ
て
い
な
い
た
め
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

こ
の
女
性
の
行
為
は
正
当
化
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
も
「
法
益
衡
量
－
相
当
性
」
と
い
う
二
重
構
造
の
図
式
が
示
さ
れ

る
。
こ
れ
に
対
し
て
内
藤
は
わ
ざ
わ
ざ
相
当
性
条
項
を
引
用
し
な
く
と
も
、
こ
の
よ
う
な
解
決
は
単
に
利
益
衡
量
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

な
さ
れ
う
る
と
す
る
。
比
較
衡
量
に
際
し
て
は
、
法
益
の
価
値
を
越
え
て
そ
の
他
の
諸
事
情
が
考
慮
さ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
か
ら
、
利
益

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

衡
量
を
通
じ
て
正
当
化
の
可
能
性
は
既
に
否
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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ま
ず
こ
の
事
例
が
如
何
に
解
決
さ
る
べ
き
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
利
益
衡
量
で
正
当
化
の
可
能
性
を
否
定

す
べ
き
な
の
か
、
相
当
性
と
い
う
観
点
を
通
じ
て
取
り
扱
う
の
か
、
そ
れ
と
も
他
の
視
点
か
ら
検
討
さ
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
こ

ろ
で
、
緊
急
避
難
の
要
件
に
お
い
て
ま
ず
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
緊
急
避
難
を
基
礎
付
け
る
危
難
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
先
に
あ
げ
た
雨
傘
の
事
例
で
は
実
は
、
国
民
全
員
に
対
す
る
危
難
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
く
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

何
故
な
ら
、
通
常
の
気
象
事
情
は
何
ら
緊
急
避
難
と
し
て
問
題
と
な
る
べ
き
危
難
を
も
た
ら
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
コ
ー
ト
が
痛
む
と
い

う
意
味
で
の
危
難
は
確
か
に
存
在
す
る
が
、
社
会
的
困
窮
状
態
と
同
様
に
全
員
が
こ
れ
を
甘
受
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
緊
急
避

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

難
を
基
礎
付
け
る
意
味
で
の
危
難
は
こ
の
場
合
に
は
存
在
し
な
い
。
例
え
ば
戦
時
中
に
は
国
民
の
経
済
的
緊
急
状
態
が
存
在
す
る
が
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

れ
だ
け
で
は
緊
急
避
難
の
状
態
を
基
礎
付
け
る
危
難
を
認
め
る
に
は
不
十
分
な
の
で
あ
る
。
さ
も
な
く
ば
無
政
府
状
態
を
認
め
る
こ
と
に

　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

な
る
か
ら
で
あ
る
。
全
国
民
を
一
様
に
襲
う
危
難
は
緊
急
避
難
を
基
礎
付
け
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
先
に
あ
げ
た
事
例
に
お
い

て
そ
も
そ
も
緊
急
避
難
の
状
態
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
意
味
し
、
よ
っ
て
、
正
当
化
緊
急
避
難
の
可
能
性
は
す
で
に
「
危
難
」
と
い
う
メ

ル
ク
マ
ー
ル
の
段
階
で
否
定
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
利
益
衡
量
と
か
相
当
性
を
持
ち
出
す
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し

て
、
一
般
に
甘
受
さ
る
べ
き
危
難
の
限
界
を
越
え
た
場
合
に
は
、
緊
急
避
難
と
し
て
問
題
と
な
る
危
難
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

と
し
て
は
、
衣
服
を
強
奪
さ
れ
た
後
、
冬
の
寒
さ
の
さ
な
か
表
通
り
に
放
り
出
さ
れ
、
凍
死
し
そ
う
な
場
合
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
（
ロ
）
　
そ
の
他
の
事
例
の
取
扱
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

　
相
当
性
の
問
題
と
し
て
文
献
上
議
論
さ
れ
て
い
る
そ
の
他
の
事
例
は
実
は
す
で
に
利
益
衡
量
を
通
じ
て
解
決
さ
れ
る
。
日
本
に
お
い
て

は
雨
傘
の
事
例
や
強
制
採
血
の
事
例
、
自
招
危
難
だ
け
が
議
論
さ
れ
て
い
る
が
、
相
当
性
の
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
る
か
否
か
で
ド
イ
ッ
で

争
わ
れ
て
い
る
事
例
は
そ
れ
以
外
に
も
い
く
つ
か
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
も
利
益
衡
量
や
「
已
む
を
得
ず
」
と
い
う
要
件
の
も
と
で
検
討

さ
る
べ
き
で
あ
る
。
緊
急
避
難
の
一
般
的
な
要
件
の
代
わ
り
に
相
当
性
条
項
に
よ
っ
て
初
め
て
問
題
と
な
る
よ
う
な
事
例
は
い
ず
れ
に
し

　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

て
も
存
在
し
な
い
。
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（
三
）
　
相
当
性
条
項
の
理
論
上
の
意
義

　
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
相
当
性
条
項
は
内
容
的
に
何
ら
新
し
い
視
点
を
提
供
す
る
も
の
で
は
な
い
。
せ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

ぜ
い
そ
れ
ま
で
に
検
討
さ
る
べ
き
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
基
づ
い
て
す
で
に
確
定
さ
れ
た
こ
と
を
も
う
一
度
い
い
直
す
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

め
相
当
性
条
項
は
不
必
要
で
あ
る
と
も
言
え
る
。

　
（
イ
）
　
ド
イ
ッ
刑
法
三
四
条
に
お
け
る
相
当
性
条
項

　
ド
イ
ッ
刑
法
三
四
条
後
段
の
相
当
性
条
項
は
目
的
説
の
影
響
に
基
づ
い
て
歴
史
的
に
の
み
説
明
可
能
で
あ
る
こ
と
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら

（
4
6
）

な
い
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
目
的
説
は
基
本
的
に
は
正
し
い
が
、
同
時
に
そ
の
抽
象
的
公
式
ゆ
え
に
何
ら
具
体
的
な
基
準
が
導
き
出
さ

れ
得
な
い
と
い
う
欠
点
を
含
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
単
に
形
式
的
な
記
述
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
目
的
説

の
考
え
方
に
基
づ
い
て
、
利
益
衡
量
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
結
果
が
本
当
に
あ
ら
ゆ
る
重
要
な
観
点
を
考
慮
し
た
か
ど
う
か
を
も
う
一
度
検

　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

討
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
要
す
る
に
ド
イ
ッ
刑
法
三
四
条
後
段
の
相
当
性
条
項
は
利
益
衡
量
に
対
し
て
独
立
し
た
第
二
の
評
価
段
階
を
形
成

す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
明
か
に
な
る
。
そ
れ
は
た
だ
単
に
コ
ン
ト
ロ
！
ル
条
項
と
し
て
役
立
つ
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
緊
急
避
難

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

行
為
者
の
行
為
が
一
般
的
価
値
観
念
に
照
ら
し
て
適
正
で
、
法
に
適
っ
た
解
決
が
ど
う
か
が
検
討
さ
れ
る
。
そ
し
て
否
定
的
判
断
を
受
け

た
場
合
に
は
、
利
益
衡
量
に
際
し
て
実
は
何
か
誤
り
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
（
ロ
）
　
日
本
刑
法
三
七
条
に
お
け
る
相
当
性
条
項

　
日
本
刑
法
三
七
条
は
文
言
上
そ
の
よ
う
な
相
当
性
条
項
を
含
ん
で
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
相
当
性
は
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
条
項
と
し
て
の
み
機
能
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
意
味
で
相
当
性
条
項
は
日
本
刑
法
三
七
条
に
と
っ
て
も
同
様
に
必
要
と
さ

れ
る
。
そ
の
場
合
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
条
項
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
正
当
化
緊
急
避
難
の
諸
条
件
の
検
討
に
あ
た
っ
て
、
甘
受
義
務
を
常
に

念
頭
に
お
く
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
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相
当
性
条
項
が
専
ら
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
条
項
、
あ
る
い
は
独
立
し
た
第
二
の
評
価
段
階
を
形
成
す
る
の
か
と
い
う
議
論
に
は
触
れ
ず
、
日

本
刑
法
学
の
一
部
で
も
、
相
当
性
条
項
を
日
本
刑
法
三
七
条
の
書
か
れ
ざ
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
考
え
方
が
主
張

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
社
会
相
当
性
の
理
論
の
主
張
者
た
ち
も
日
本
刑
法
三
七
条
の
諸
条
件
の
検
討
の
後
で
も
う
一
度
全
体
的
コ
ン
ト
ロ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

ー
ル
が
必
要
だ
と
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
社
会
相
当
性
の
理
論
は
一
般
的
正
当
化
事
由
と
し
て
機
能
す
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
行
為
は

こ
の
一
般
的
正
当
化
原
理
の
視
点
の
も
と
、
正
当
化
す
る
に
つ
い
て
当
該
行
為
が
社
会
的
に
相
当
か
ど
う
か
が
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
相
当
性
条
項
は
緊
急
避
難
に
と
っ
て
固
有
な
条
項
で
な
く
、
正
当
化
の
一
般
原
理
な
の
で
あ
る
。

　
周
知
の
よ
う
に
、
社
会
相
当
性
の
理
論
は
何
ら
具
体
的
な
基
準
を
提
供
す
る
も
の
で
は
な
く
単
な
る
空
虚
な
公
式
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
自

体
と
し
て
は
支
持
さ
れ
え
な
い
が
、
こ
の
理
論
が
相
当
性
条
項
の
よ
う
に
緊
急
避
難
に
つ
い
て
の
一
般
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
条
項
と
限
定
し

て
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
理
論
に
何
ら
問
題
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に
は
こ
の
社
会
相
当
性
の
理
論
は
単
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
条
項

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

に
形
が
変
わ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
限
り
で
相
当
性
条
項
と
社
会
相
当
性
の
理
論
に
は
内
容
的
な
違
い
は
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

40

（
2
9
）
　
佐
伯
・
四
訂
刑
法
講
義
総
論
（
一
九
八
一
年
）
、
二
〇
七
頁
、
中
・
口
述
犯
罪
総
論
（
一
九
八
O
年
）
、
一
四
三
頁
、
米
田
・
相
当
性
の
研
究
、

　
一
四
頁
、
同
・
犯
罪
と
可
罰
的
評
価
、
一
六
一
頁
、
福
田
・
前
掲
書
（
註
1
6
）
、
二
壬
二
、
一
五
一
（
註
四
）
、
一
五
三
（
註
三
）
頁
、
同
・
「
社
会

的
相
当
性
」
団
藤
編
・
刑
法
講
座
二
巻
（
一
九
六
三
年
）
（
以
下
「
社
会
的
相
当
性
」
と
略
す
る
）
、
　
二
一
〇
頁
、
大
谷
・
刑
法
講
義
総
論
（
第
三

版
）
（
一
九
九
一
年
）
、
二
七
五
頁
。

（
3
0
）
　
佐
伯
・
前
掲
書
（
註
2
9
）
、
二
〇
七
頁
、
中
・
前
掲
書
（
註
2
9
）
、
一
四
三
頁
、
米
田
・
相
当
性
の
研
究
、
一
四
頁
、
同
・
犯
罪
と
可
罰
的
評
価
、

　
一
六
一
頁
。

（
3
1
）
福
田
・
前
掲
書
（
註
1
6
）
、
一
三
三
、
一
五
一
（
註
四
）
、
一
五
三
（
註
三
）
頁
、
同
・
社
会
的
相
当
性
、
一
二
〇
頁
、
大
谷
・
前
掲
書
（
註

　
2
9
）
、
二
七
五
頁
。

（
3
2
）
　
蚕
9
N
g
U
段
≧
眞
Φ
ヨ
①
ヨ
①
↓
包
α
霧
α
窪
房
o
『
窪
望
冨
守
8
鐸
の
砧
、
＞
象
一
謎
①
（
お
お
y
9
露
（
こ
の
事
例
は
一
九
四
九
年
の
教
科
書

第
二
版
ま
で
引
用
さ
れ
た
。
亀
ミ
ω
二
U
器
号
葺
の
昌
Φ
聾
声
ぼ
9
耳
砧
’
＞
象
冨
鴨
（
お
お
y
¢
㎝
轟
）
旧
山
8
ぎ
§
§
き
蜜
9
震
8
び
旨
鼠
P
冨
’

匿
こ
ω
・
一
①
卜
o
旧
魯
麸
こ
ω
賃
緯
お
。
亘
≧
一
鴨
ヨ
①
ぎ
①
『
↓
色
る
・
＞
巨
品
Φ
（
お
お
）
唖
ω
」
8
（
こ
の
事
例
は
一
九
八
七
年
の
教
科
書
第
四
版
で
は
、
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も
は
や
引
用
さ
れ
て
い
な
い
ご
b
鳩
§
璽
零
9
9
タ
9
ミ
8
“
鳶
。
り
9
8
趣
＞
θ
9
認
押
昏
§
息
瀞
き
9
N
お
誤
”
蕊
一
」
8
旧
』
8
ミ
§
一
㎝

認
留
9
卜
⊃
聾
O
ω
§
α
量
ω
等
一
昌
N
甘
α
簿
＜
R
毘
題
ヨ
①
ヨ
巽
仁
紹
｝
O
＞
お
2
」
二
」
旨
（
そ
の
論
文
の
中
で
こ
の
事
例
が
ω
8
ざ
百
き
コ

　
に
よ
る
も
の
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
間
違
い
で
あ
る
）
、
日
本
で
は
こ
の
事
例
以
外
に
も
、
に
わ
か
雨
を
避
け
る
た
め
に
住
居
侵
入
を
し
た
と
い

　
う
事
例
も
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
佐
伯
・
前
掲
書
（
註
2
9
）
、
二
〇
八
頁
、
中
・
前
掲
書
（
註
2
9
）
、
一
四
三
頁
、
米
田
・
相
当
性
の
研
究
、
一
九
四
頁
、

同
・
犯
罪
と
可
罰
的
評
価
、
一
六
八
頁
。

（
3
3
）
　
佐
伯
・
前
掲
書
（
註
2
9
）
、
二
〇
八
頁
。
同
旨
、
中
・
前
掲
書
（
註
2
9
）
、
一
四
三
頁
、
米
田
・
相
当
性
の
研
究
、
一
九
四
頁
、
同
・
犯
罪
と
可

　
罰
的
評
価
、
一
六
八
頁
。

（
34
）

（
3
5
）

（
3
6
）

（
37
）

（
38
）事

例
を
相
当
性
の
観
点
の
下
で
取
り
扱
お
う
と
す
る
）
、

甘
受
せ
ね
ば
な
ら
な
い
危
難
と
転
嫁
で
き
る
危
難
と
区
別
す
る
の
は
お
か
し
く

』8蕊§

博
O
》
一
〇
〇
一
一
轟
一
一
一
自
ω
’

　
の
概
念
が
意
味
を
持
た
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
に
の
み
結
び
付
い
た
危
難
の
概
念
は
緊
急
避
難
に
お
け
る

　
い
姻

を
参
照
。

（
39
）
　
社
会
的
緊
急
状
態
に
つ
い
て
は
O
ピ
O
O
色
①
コ
国
曽
」
一
お
O
ミ
。
ミ
9
§
＜
o
ヨ
9
Φ
房
鼠
三
冒
『
8
葺
震
＝
…
鳴
ヨ
9
ζ
U
勾
一
〇
ミ
一

お
旧
卜
§
q
ぎ
璽
旦
ω
9
9
ぎ
＼
曽
訂
α
α
9
㈱
o
。
“
即
α
戸
ら
α
を
参
照
せ
よ
。
尚
、
ζ
き
声
9
＼
§
風
は
、
こ
の
社
会
的
緊
急
状
態
に
お
い
て

　
は
全
住
民
に
対
す
る
「
高
め
ら
れ
た
」
危
難
甘
受
義
務
が
問
題
で
あ
り
、
よ
っ
て
行
為
の
相
当
性
が
欠
如
す
る
と
主
張
す
る
。
ミ
9
ミ
8
ミ
N
骨
S
ω
亨

鷺
お
9
ゴ
≧
薗
Φ
ヨ
①
ヨ
震
↓
①
F
↓
亀
冨
区
捌
8
＞
亀
鼠
α
q
①
（
毎
o
o
刈
y
¢
ω
置
9
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
「
高
め
ら
れ
た
」
危
難
甘
受
義
務
は
認

　
め
ら
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
住
民
が
そ
の
よ
う
な
高
め
ら
れ
た
危
難
甘
受
義
務
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
と
は
い
か
な
る
理
由
か
ら
も
考

　
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
り
、
よ
っ
て
ζ
磐
醤
魯
＼
§
冨
の
主
張
す
る
「
高
め
ら
れ
た
」
危
難
甘
受
義
務
の
観
点
は
支
持
さ
れ
え
な
い
。
こ
の
問
題

佐
伯
・
前
掲
書
（
註
2
9
）
、
二
〇
八
頁
。
同
旨
、
中
・
前
掲
書
（
註
2
9
）
、
一
四
三
頁
、
米
田
・
相
当
性
の
研
究
、
一
九
四
頁
。

内
藤
・
前
掲
書
（
註
1
）
、
四
二
〇
頁
。

内
藤
・
前
掲
書
（
註
1
）
、
四
二
】
頁
。
同
旨
、
青
柳
・
刑
法
通
論
－
総
論
（
一
九
六
五
年
）
、
一
二
八
頁
。

霞葵

。o

魯
」
員
い
罫
伽
ω
“
力
α
づ
9
0
0
0
0
9

頃

詳
魯
」
員
ピ
罫
伽
謹
刀
α
F
ω
oo
9
同
旨
、
昏
§
§
瀞
卜
9
N
お
誤
層
畠
ン
畠
O
（
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
昏
①
ま
只
①
一
は
こ
の
よ
う
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
後
出
註
4
1
参
照
。
ま
た
冒
Φ
＆
自
は
こ
の
霞
拐
3
の
見
解
を
批
判
し
て
い
る
。
全
員
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
あ
く
ま
で
も
、
「
危
難
し
は
「
危
難
」
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
か
し
、
緊
急
避
難
に
お
け
る
「
危
難
」
は
、
規
範
的
に
解
釈
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
さ
も
な
い
と
誤
想
避
難

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
危
難
の
概
念
は
評
価
と
結
び
付
い
て
い
る
の
で
、
確
定
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
行
為
者
の
表
象

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
危
難
」
の
概
念
と
し
て
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
電
費
零
壽
」
員

㈱
ω
轟
知
O
戸
卜
o
①
睦
こ
ω
oo
“
卜
§
簿
ミ
3
再
ω
9
α
b
ざ
＼
ω
o
ξ
9
Φ
さ
㎝
ω
轟
力
α
罫
冨
龍
こ
直
9
魯
奉
こ
Z
o
房
け
き
ρ
9
一
〇〇
①
閃
戸
一
㎝
O
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に
つ
い
て
は
更
に
、
O
い
O
困
巴
＝
国
幹
●
廿
置
O
も
参
照
の
こ
と
。

（
4
0
）
O
い
O
O
①
＝
①
＝
国
ω
一
」
」
ω
P
置
ρ

（
4
1
）
　
寅
騨
。
づ
9
」
員
い
戸
伽
謹
力
α
P
ω
oo

●

（
4
2
）
　
三
．
参
照
。
同
旨
、
卜
§
魯
醤
璽
Z
9
誓
き
ρ
¢
憲
9
零
。
は
利
益
衡
量
説
を
採
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
強
制
採
血
の
事
例
は
、
社
会
倫
理

的
な
価
値
観
が
問
題
と
な
る
た
め
に
相
当
性
の
下
で
初
め
て
取
り
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
い
璽
一
三
R
3
器
き
げ
≦
欝
仁
昌
堕
¢
二
ω
戸

　
同
様
に
霞
①
冨
且
巴
も
社
会
倫
理
的
に
認
容
し
難
い
事
例
に
お
け
る
相
当
性
条
項
の
重
要
性
を
強
調
す
る
。
こ
こ
に
は
、
雨
傘
の
事
例
も
含
ま
れ

る
。
璃
§
魯
瀞
卜
9
N
一
。
拐
命
一
侭
8
㌘
魯
鈴
℃
魯
ヨ
R
百
紹
目
日
g
鼠
三
8
ω
o
＝
く
る
刈
」
」
。
ざ
ー
一
ω
勇
お
。
＼
蚕
菊

　
一
〇
ミ
砧
O
砧
o
o
、
同
旨
、
勘
農
き
し
8
魯
①
畠
山
8
房
o
ぼ
；
¢
“
黛
」
8
蕊
ミ
の
こ
》
↓
一
噛
ω
・
畠
ω
．

（
4
3
）
　
そ
の
他
の
事
例
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
鶉
講
鼻
雪
r
戸
㎝
o
。
斜
刀
身
9
0。
O
ト
§
ら
ぎ
舞
3
ω
。
ま
艮
①
訪
。
ぼ
α
3
ン
㈱
巽
力
α
F
ミ
旧

肉
象
貰
＞
↓
一
あ
」
o
o
N
が
詳
し
い
。
ま
た
、
自
招
危
難
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
O
ミ
豊
9
①
2
0
富
鼠
注
曽
藷
Φ
冨
ロ
巴
ヨ
宣
冨
三
ω
魯
雪
巨
α
α
窪
－

　
宏
9
雪
ω
嘗
駄
お
9
二
目
＜
R
匹
蝕
9
（
お
8
y
¢
＝
①
噛
戸
も
参
照
。

（
44
）
鴫
㌣
ω
9
」
巨
ピ
F
㎝
oo
“
即
α
戸
お
忌
§
簿
謹
8
旦
ω
9
α
嘗
①
＼
ω
o
ぼ
＆
R
｝
㎝
巽
”
身
’
3
9

（
45
）
　
ω
》
U
ヨ
畠
¢
＜
ミ
8
9
の
」
㎝
は
、
こ
れ
と
は
反
対
の
立
場
を
主
張
す
る
。

（
4
6
）
憩
鍔
9
」
ロ
“
い
界
㈱
ω
“
即
号
●
ω
oo
ト
§
ら
ぎ
舞
5
の
o
ま
鼻
①
＼
ω
。
ぼ
α
α
Φ
却
伽
o。
“
勾
身
。
鉾
＆
一
宍
§
Q
3
9
仁
ロ
α
の
9
臥
冨
α
q
雪
α
震
9
｛
h
o
－

閃
N
三
ω
9
雪
閃
①
o
算
罐
註
讐
轟
9
α
国
葺
ω
9
＝
一
α
蒔
き
ひ
Q
」
易
お
o

o
8
0
0
P
o

o
①
旧
肉
o
慧
満
＞
↓
一
．
の
●
轟
o
o
一
●
日
本
で
は
、
内
藤
・
前

掲
書
（
註
1
）
、
四
二
七
頁
。

（
4
7
）
韓
鍔
3
5
い
錦
⑰
o。
“
即
身
。
刈
O
，
結
論
的
に
同
旨
、
卜
塁
一
三
R
8
ω
8
害
≦
諾
仁
コ
堕
ω
」
お
●
い
8
は
、
相
当
性
条
項
を
利
益
衡
量
の
修

　
正
機
能
並
び
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
条
項
と
位
置
付
け
る
。
米
田
も
同
様
の
見
解
で
、
相
当
性
条
項
は
、
社
会
の
複
雑
な
現
実
に
矛
盾
な
く
対
応
し
、
適

切
な
結
論
を
獲
得
す
る
た
め
に
緊
急
避
難
の
規
定
（
ド
イ
ッ
刑
法
三
四
条
前
段
）
に
柔
軟
性
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
米
田
・
相
当
性

　
の
研
究
、
一
七
頁
。

（
4
8
）
　
窪
鍔
魯
」
員
い
戸
伽
巽
勾
α
F
刈
oo

’

（
4
9
）
　
大
谷
・
前
掲
書
（
註
2
9
）
、
二
七
五
頁
。
反
対
と
し
て
、
内
藤
・
前
掲
書
（
註
1
）
、
四
一
二
頁
。
相
当
性
条
項
は
内
容
的
に
何
ら
新
し
い
も
の

　
を
も
た
ら
さ
な
い
か
ら
、
不
必
要
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

（
5
0
）
　
福
田
、
大
谷
が
一
般
的
正
当
化
事
由
と
し
て
の
社
会
相
当
性
を
主
張
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
福
田
・
前
掲
書
（
註
1
6
）
、
二
壬
二
頁
、
同

　
・
社
会
的
相
当
性
、
　
一
一
八
頁
、
大
谷
・
前
掲
書
（
註
2
9
）
、
二
三
七
頁
。
こ
の
社
会
相
当
性
の
理
論
と
内
容
的
に
同
じ
物
と
し
て
、
団
藤
・
刑
法
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綱
要
総
論
（
第
三
版
）
（
一
九
九
〇
年
）
、
　
一
八
八
頁
、
大
塚
・
刑
法
概
説
総
論
（
第
三
版
）
（
一
九
八
六
年
）
、
三
二
七
頁
、
同
・
刑
法
の
焦
点
三

（
違
法
性
）
（
一
九
八
九
年
）
、
四
六
頁
、
西
原
・
刑
法
総
論
（
一
九
七
七
年
）
、
一
一
〇
頁
。
大
塚
は
、
「
社
会
」
と
い
う
言
葉
の
多
義
性
に
か
ん
が

み
、
そ
れ
を
補
う
意
味
で
、
「
国
家
的
」
「
倫
理
的
」
と
い
う
形
容
詞
を
付
け
、
「
国
家
社
会
的
倫
理
秩
序
」
と
い
う
用
語
を
用
い
て
い
る
。

五
　
ま
と
め

緊急避難における利益衡量と相当性についての一考察

　
以
上
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
正
当
化
緊
急
避
難
の
要
件
の
中
で
利
益
衡
量
と
い
う
考
え
方
は
非
常
に
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
他
の
要
件
と
共
に
、
正
当
化
緊
急
避
難
の
存
否
を
決
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
部
で
重
要
視
さ
れ
て
い
る
緊
急
避
難
行
為
の

相
当
性
は
、
実
は
そ
れ
ら
の
個
々
の
要
件
に
お
い
て
す
で
に
検
討
さ
れ
た
問
題
を
最
後
に
包
括
し
て
吟
味
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
だ
け
の

機
能
し
か
持
た
ず
（
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
条
項
）
、
そ
の
意
味
で
独
自
の
機
能
を
果
た
す
わ
け
で
は
な
い
。

〔
資
料
〕
　
ド
イ
ッ
刑
法
三
四
条

　
生
命
、
身
体
、
自
由
、
名
誉
、
財
産
、
又
は
そ
の
他
の
法
益
に
対
す
る
他
の
方
法
を
も
つ
て
し
て
は
回
避
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
現
在
の
危
難
の
中

で
、
自
己
又
は
他
人
を
そ
の
危
難
か
ら
避
け
る
た
め
、
行
為
を
行
つ
た
者
は
、
対
立
す
る
利
益
、
殊
に
当
該
法
益
と
そ
れ
を
お
び
や
か
し
て
い
る
危
険

の
程
度
と
を
考
量
し
、
保
護
さ
れ
た
利
益
が
侵
害
さ
れ
た
利
益
を
は
る
か
に
超
え
て
い
る
と
き
は
、
違
法
に
行
為
を
し
た
も
の
と
は
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
そ
の
行
為
が
、
危
難
を
回
避
す
る
た
め
に
適
切
な
手
段
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
（
宮
澤
浩
一
訳
　
法
務
資
料
四
三
九
号
（
一
九
八
二
年
）
）
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